
広
島
県
告
示
第
四
百
四
十
号 

 
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。 
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社
会
福
祉
法
人

松
友
福
祉
会 

広
島
県
三
原
市

須
波
ハ
イ
ツ
二

丁
目
三
番
一
号 

く
す
の
き
・
め

ぐ
み
苑
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー 

広
島
県
三
原
市

城
町
三
丁
目
六

番
一
号 

通
所
介
護 

平
成
二
四
年

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人

松
友
福
祉
会 

広
島
県
三
原
市

須
波
ハ
イ
ツ
二

丁
目
三
番
一
号 

く
す
の
き
・
め

ぐ
み
苑
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ 

広
島
県
三
原
市

城
町
三
丁
目
六

番
一
号 

短
期
入
所
生

活
介
護 

平
成
二
四
年

四
月
一
日 

新
和
ビ
ル
・
サ

ー
ビ
ス
株
式
会

社 

広
島
県
尾
道
市

栗
原
東
一
丁
目

六
番
二
九
号 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

ふ
ら
っ
と 

広
島
県
尾
道
市

栗
原
東
一
丁
目

六
番
二
九
号 

通
所
介
護 

平
成
二
四
年

四
月
一
日 

医
療
法
人
社
団

は
っ
ぴ
ね
す 

広
島
県
尾
道
市

高
須
町
四
七
五

四
番
地
五 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
こ
こ
ろ
尾
道

駅
前 

広
島
県
尾
道
市

土
堂
一
丁
目
一

一
番
六
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短
期
入
所
生

活
介
護 

平
成
二
四
年

四
月
一
日 

地
方
独
立
行
政

法
人
府
中
市
病

院
機
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広
島
県
府
中
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鵜
飼
町
五
五
五

番
地
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府
中
市
民
病
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訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
あ
ゆ

み 

広
島
県
府
中
市

鵜
飼
町
五
五
五

番
地
三 

訪
問
看
護 
平
成
二
四
年

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人

い
も
せ
聚
楽
会 

広
島
県
廿
日
市

市
大
野
一
六
八

〇
番
地
の
三 

短
期
入
所
生
活

介
護
事
業
所
み

や
し
ろ 

広
島
県
廿
日
市

市
宮
島
町
九
六

〇
番
地
の
二 

短
期
入
所
生

活
介
護 

平
成
二
四
年

四
月
一
日 

医
療
法
人
新
玉

会 

広
島
県
安
芸
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田
市
吉
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町
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こ
だ
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広
島
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芸
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田
市
吉
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町
常

友
一
一
八
八
番

地
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通
所
介
護 

平
成
二
四
年

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人

エ
フ
ア
イ
ジ
イ

福
祉
会 

広
島
県
安
芸
郡

府
中
町
柳
ケ
丘

二
〇
番
二
号 

地
域
密
着
型
特

別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
チ
ェ
リ
ー

ゴ
ー
ド 

広
島
県
安
芸
郡

府
中
町
柳
ケ
丘

二
〇
番
二
号 

短
期
入
所
生

活
介
護 

平
成
二
四
年

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人

エ
フ
ア
イ
ジ
イ

福
祉
会 

広
島
県
安
芸
郡

府
中
町
柳
ケ
丘

二
〇
番
二
号 

短
期
入
所
生
活

介
護
（
ユ
ニ
ッ

ト
型
）
チ
ェ
リ

ー
ゴ
ー
ド
東
館 

広
島
県
安
芸
郡

府
中
町
柳
ケ
丘

二
〇
番
二
号 

短
期
入
所
生

活
介
護 

平
成
二
四
年

四
月
一
日 

 


